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「着弾距離」説と「海帯」観念の関係

「
着
弾
距
離
」
説
と
「
海
帯
」
観
念
の
関
係

︱
︱
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
実
行
を
主
た
る
題
材
と
し
て
︱
︱

明　
　

石　
　

欽　
　

司

序　

論

第
一
章　
「
着
弾
距
離
」
説
と
「
海
帯
」
観
念
を
巡
る
理
論
状
況
：
先
行
研
究
の
整
理

　

第
一
節　

海
帯
を
領
海
幅
員
決
定
の
前
提
と
す
る
学
説

　

第
二
節　

海
帯
と
領
海
幅
員
決
定
を
分
離
す
る
学
説

第
二
章　

海
洋
に
お
け
る
権
限
行
使
に
関
す
る
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
実
行

　

第
一
節　

漁
業

　

第
二
節　

海
上
礼
式

　

第
三
節　

臨
検

結　

論

序　

論

　

本
稿
で
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
（Cornelius van Bynkershoek

）
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
と
さ
れ
る
領
海
幅
員
決
定
規
則
と
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し
て
の
「
着
弾
距
離
」
説
が
「
海
帯
」（
領
土
に
接
続
し
一
定
の
幅
員
で
連
続
す
る
海
域
）
の
観
念
を
元
来
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
否
か
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
主
と
し
て
一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
実
行
の
分
析
を
通
じ
て
試
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察

を
試
み
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
筆
者
（
明
石
）
の
状
況
認
識
が
存
在
し
て
い
る
。

　

欧
州
に
お
け
る
領
海
制
度
の
形
成
史
に
関
し
て
は
、
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い
る）1
（

。
そ
れ
ら
先
行
研
究
の
中
で
の
共

通
す
る
論
点
の
一
つ
が
、
現
存
す
る
領
海
制
度
の
起
源
を
何
時
・
何
処
に
求
め
る
か
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
数
の
論
考

に
お
い
て
、
そ
の
起
源
が
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
る
海
洋
（
地
中
海
）
領
有
主
張）2
（

や
、
中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
に
よ
る
地
中
海
沿

岸
海
域
領
有
主
張）（
（

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
直
接
的
な
起
源
は
、
或
る
程
度
近
代
的
な
国
家
間
関
係
が
成
立
し
、
各
国

が
自
国
沿
岸
海
域
に
対
し
て
近
代
国
際
法
上
の
評
価
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
国
家
実
行
を
積
み
重
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
一
七
世
紀
以
降
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

一
七
世
紀
に
は
、
後
に
「
書
物
の
戦
闘
」（une bataille de livres

）
（
（

）
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
「
海
洋
論
争
」（
海
洋
自
由
論

と
海
洋
領
有
論
の
対
立
）
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
さ
れ）5
（

、
そ
れ
を
通
じ
て
領
海
と
公
海
の
二
元
的
秩
序
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
見

解
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
海
洋
領
有
を
是
認
す
る
学
説
に
お
い
て
、
海
帯
と
し
て
の
領
海
を
明
確
に
主
張
し

た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
存
在
し
な
い
。（
例
え
ば
、
セ
ル
デ
ン
（John Selden

）
の
『
閉
鎖
海
論）

6
（

』
は
、
英
国
周
辺
海
域
で
あ

る
「
英
国
海
」（the British Seas

）
の
同
国
に
よ
る
領
有
主
張
の
擁
護
を
主
た
る
目
的
と
し
て
お
り
、
一
定
の
幅
員
に
よ
る
海
洋
領
有
を
主

張
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。）
勿
論
、
海
洋
の
領
有
可
能
性
が
一
般
的
に
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

『
自
由
海
論
』（M

are liberum

）
に
お
け
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
で
す
ら
（
そ
し
て
、
後
の
『
戦
争
と
平
和
の
法
』（D

e jure belli ac pacis 

libri tres

）
に
お
い
て
は
よ
り
広
い
範
囲
で
）
取
得
可
能
な
海
域
を
承
認
し
て
い
た
こ
と）（
（

を
勘
案
す
れ
ば
、
領
海
と
公
海
と
い
う
基
本

構
造
の
確
立
に
お
い
て
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
海
帯
観
念
の
一
般
的
受
容
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
観
念

の
確
立
過
程
に
お
い
て
、
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
た
も
の
が
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
「
着
弾
距
離
」
説
で
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

着
弾
距
離
説
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
二
つ
の
著
作
中
に
次
の
よ
う
な
定
式
と
し
て
登
場
す
る
。
即
ち
、
一
つ
は
、『
海
洋

領
有
論）8
（

』
の
中
で
「
武
力
が
尽
き
る
と
こ
ろ
で
陸
の
権
能
は
尽
き
る）（
（

」
と
さ
れ
、
他
は
、『
公
法
の
諸
問
題）（（
（

』
の
中
で
「
武
器
の
力

が
尽
き
る
と
こ
ろ
で
、
陸
の
支
配
権
は
尽
き
る）（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、
外
国
船
舶
が
沿
岸
国
に
対
す
る
海
上
礼
式
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
で
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
大
砲
の
射
程
ま
で
、
陸
の
権
能
は
及
ぶ
（eo potestatem

 terrae extendi, 

quousque torm
enta exploduntur

）
と
す
る
の
が
、
全
体
と
し
て
よ
り
よ
い
規
則
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
主
張
さ
れ
、「
な
ぜ
な

ら
ば
、
我
々
は
そ
こ
ま
で
支
配
し
（im

perare

）、
占
有
す
る
（possidere

）
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
の
理
由
が
付
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
後
者
は
、
中
立
国
沿
岸
海
域
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
禁
止
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
前
者
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
た
事
柄

が
確
認
さ
れ
、
前
者
を
言
い
換
え
る
か
た
ち
で
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
著
作
中
で
は
「
沿
岸
海
」（m

are terrae proxim
um

）
と
「
外
海
」（m

are exterum

）（
更
に
は

「
大
洋
」（oceanus

））
と
が
区
分
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
前
者
が
海
帯
で
あ
る
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い）（（
（

。
ま
た
、
海
帯
概
念
の

存
在
を
示
唆
す
る
よ
う
な
記
述
、
特
に
海
岸
に
砲
台
が
実
在
す
る
こ
と
を
沿
岸
国
の
管
轄
権
行
使
の
条
件
と
し
な
い
と
い
う
記
述
も

見
出
さ
れ
な
い）（（
（

。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
後
世
の
研
究
者
が
着
弾
距
離
説
を
論
ず
る
際
に
、
現
存
す
る
領
海
制
度
の
特
性
と
し
て
の
海

帯
の
存
在
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る）（（
（

。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、「
着
弾
距
離
説

≒

領
海
幅
員

決
定
規
則
」
と
い
う
単
純
な
理
解）（（
（

が
あ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。（
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
何
時
、
そ
し
て
誰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

の
か
に
つ
い
て
も
我
々
は
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

（（
（

。）
着
弾
距
離
説
が
領
海
制
度
の
確
立
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、

着
弾
距
離
説
と
海
帯
観
念
の
関
係
、
そ
し
て
、
着
弾
距
離
説
と
領
海
三
海
里
規
則
の
関
係
の
検
証
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
一
部
の
研
究
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
関
係
の
存
在
を
理
解
し
た
上
で
の
検
討
が
充
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言

い
難
い
。
特
に
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
立
論
を
こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
で
論
じ
た
論
考
は
少
数
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
状
況
認
識
に
基
づ
き
、
以
下
で
は
、
先
ず
、
着
弾
距
離
説
と
海
帯
観
念
の
関
係
を
巡
る
先
行
研
究
を
紹
介
・
整
理

し
（
第
一
章
）、
次
に
、
主
と
し
て
一
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
の
海
洋
に
お
け
る
権
限
行
使
に
関
わ
る
国
家
実
行
を
紹
介
す
る
（
第
二

章
）。
そ
の
上
で
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
着
弾
距
離
説
に
お
け
る
海
帯
観
念
の
有
無
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
（
結
論
）。
一
七

世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
実
行
を
検
討
す
る
理
由
は
、
同
国
が
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
母
国
で
あ
り
、
そ
の
実
行
に
対
し
て
彼
が
最

も
関
心
を
払
い
、
そ
の
た
め
当
該
実
行
が
着
弾
距
離
説
提
示
の
背
景
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
後

述
す
る
先
行
研
究
の
中
で
殆
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
部
分
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。

第
一
章　
「
着
弾
距
離
」
説
と
「
海
帯
」
観
念
を
巡
る
理
論
状
況
：
先
行
研
究
の
整
理

第
一
節　

海
帯
を
領
海
幅
員
決
定
の
前
提
と
す
る
学
説

　

多
く
の
国
際
法
史
や
海
洋
法
史
概
説
書
に
お
い
て
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
は
近
代
的
領
海
制
度
の
確
立
に
重
要
な
役
割
を
演
じ

た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
典
型
が
、『
国
際
法
古
典
叢
書
』
の
『
海
洋
領
有
論
』
に
編
者
（Jam

es Brow
n Scott

）
に
よ

り
付
さ
れ
た
序
論
の
中
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

　
「
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
時
代
に
お
い
て
、
大
砲
は
概
ね
三
海
里
を
射
程
距
離
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
が
低
潮
線
か
ら
三
海
里

の
水
域
を
先
占
し
、
そ
こ
に
対
し
て
支
配
権
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
こ
の
若
き
国
際
法
学
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
解

答
で
あ
り
、
諸
国
に
よ
り
受
容
さ
れ
た
解
答
で
あ
っ
た）

（（
（

。」

　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ル
ト
ン
（T

hom
as W

. Fulton

）
は
、
実
行
上
「
特
定
の
諸
事
例
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
水
域
の
範
囲
に
つ
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い
て
の
相
異
に
も
拘
ら
ず
、
沿
岸
か
ら
の
着
弾
距
離
に
よ
っ
て
領
海
の
一
般
的
限
界
を
決
定
す
る
と
い
う
原
則
は
、
特
に
中
立
国
の

権
利
に
関
し
て
、
一
八
世
紀
末
以
前
の
国
家
実
行
に
お
い
て
か
な
り
の
程
度
確
立
し
て
い
た）（（
（

」
と
述
べ
つ
つ
、
学
説
上
は
「
着
弾
距

離
の
代
替
と
し
て
三
海
里
限
界
を
受
容
す
る
者
は
殆
ど
お
ら
ず
、
実
際
に
殆
ど
の
著
者
達
は
そ
れ
に
言
及
す
ら
し
て
い
な
い）（（
（

」
と
し

て
、
着
弾
距
離
説
と
領
海
三
海
里
規
則
の
単
純
な
結
合
に
つ
い
て
は
否
定
し
て
い
た）（（
（

。

　

ま
た
、
ベ
イ
テ
ィ
ー
（T

hom
as Baty

）
は
、
フ
ル
ト
ン
が
領
海
三
海
里
規
則
を
一
般
的
に
受
容
さ
れ
た
規
則
で
は
な
い
と
し
た

点
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
り
、
同
規
則
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
八
世
紀
末
に
一
般
的
に
受
容
さ
れ
、「
そ
れ
が
実
際
の
活
動
に
お
い

て
は
殆
ど
挑
戦
を
受
け
て
お
ら
ず
、
そ
の
挑
戦
が
成
功
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た）（（
（

」
と
す
る
。
ま
た
、
ベ
イ
テ
ィ
ー
は
領
海
三

海
里
規
則
が
学
説
上
「
長
き
に
わ
た
り
『
三
海
里
ま
た
は

0

0

0

着
弾
距
離
』
と
い
う
二
重
の
形
式
に
お
い
て
示
さ
れ
得
」
た
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
「
代
替
的
規
則
で
は
な
く
、
代
替
的
記
述
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
「
こ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
は
概
ね
同
一）（（
（

」
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
三
者
の
見
解
は
、
着
弾
距
離
説
に
よ
り
領
海
三
海
里
規
則
が
確
立
さ
れ
た
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
は
相
異
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
は
共
通
点
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
彼
ら
の
論
理
の
前
提
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
の
主
張
に
典
型
的
に

現
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
低
潮
線
か
ら
三
海
里
の
水
域
」、
つ
ま
り
「
海
帯
」
の
観
念
が
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
は
あ
た
か
も
着
弾
距

離
説
に
海
帯
観
念
が
内
在
す
る
か
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。

第
二
節　

海
帯
と
領
海
幅
員
決
定
を
分
離
す
る
学
説

　

前
節
で
検
討
さ
れ
た
諸
見
解
に
対
し
て
、「
海
帯
」
観
念
と
「
幅
員
」
決
定
の
問
題
は
別
個
の
起
源
を
有
す
る
と
の
見
解
が
存
在

す
る）（（
（

。
ウ
ォ
ー
カ
ー
（W

yndham
 L. W

alker

）
は
、
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
公
文
書
館
所
蔵
資
料
を
活
用
し
な
が
ら
諸
国
の
実
行

を
検
討
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
先
ず
、「
一
八
世
紀
に
お
い
て
着
弾
距
離
規
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
お
よ
び
南
欧
の
海
戦
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時
の
中
立
に
関
す
る
諸
問
題
の
中
で
広
く
行
わ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
北
欧
の
海
洋
列
強
は
自
己
の
管
轄
権
の
限
界
に
つ
い
て

そ
の
よ
う
な
狭
い
範
囲
を
受
容
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
」
こ
と
、
次
に
、「
南
欧
の
国
際
法
学
者
の
著
作
中
に
三
海
里
限
界

が
登
場
す
る
一
世
代
以
前
に
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
諸
国
が
既
に
距
岸
一
リ
ー
グ
（m

arine league

）（
概
ね
四
海
里
に
換
算
さ
れ

る
。）
の
範
囲
で
の
海
帯
に
対
す
る
管
轄
権
を
主
張
し
て
い
た
」
こ
と
、
そ
し
て
「
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
以
外
に
お
い
て
さ
え
も
、

関
税
・
衛
生
・
漁
業
の
管
理
規
則
は
、
着
弾
距
離
を
は
る
か
に
越
え
る
距
岸
数
リ
ー
グ
の
海
域
に
対
す
る
管
轄
権
を
主
張
す
る
傾
向

に
あ
っ
た
」
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
の
上
で
結
論
と
し
て
「
そ
の
性
質
に
お
い
て
、
三
海
里
規
則
は
着
弾
距
離
規
則
か
ら
全
く
独
立
し

て
生
成
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
つ
ま
り
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
着
弾
距
離
規
則
と
領
海
三
海
里
規
則
が
欧
州
内

の
異
な
っ
た
地
域
に
各
々
の
起
源
を
有
す
る
全
く
別
個
の
規
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
旨
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ン
ト
（H

einz S. K
. K

ent

）
は
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
所
論
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。
先
ず
、
彼
は
、「
デ
ン
マ
ー
ク
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
い
て
は
一
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
一
定
幅
員
の
沿
岸

海
域
内
で
管
轄
権
を
行
使
す
る
実
行
が
発
展
し
て
い
た
」
と
す
る
が
、「
こ
の
発
展
は
着
弾
距
離
に
つ
い
て
の
如
何
な
る
言
及
も
な

さ
れ
る
こ
と
な
く
生
じ
た）（（
（

」
と
し
て
、「
海
帯
」
観
念
と
「
着
弾
距
離
」
説
が
元
来
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、

自
国
沿
岸
海
域
に
お
け
る
管
轄
権
に
つ
い
て
の
同
国
の
主
張
が
、「
オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
に
お
い
て
は
脆

弱
な
デ
ン
マ
ー
ク
の
海
軍
力
で
は
、
海
洋
領
有
（dom

inium
 m

aris

）
や
、
ま
し
て
や
沿
岸
の
幅
広
い
海
帯
に
対
す
る
主
張
を
実
行

に
移
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
た
め
、「
デ
ン
マ
ー
ク
が
自
己
の
主
張
の
少
な
く
と
も
一
部
分
を
維
持
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、

よ
り
狭
い
限
界
へ
の
撤
退
が
必
要
で
あ
っ
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
更
に
、
同
国
が
交
戦
当
事
国
と
は
な
ら
な
い
戦
争
が
遂
行
さ

れ
る
中
で
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
中
立
が
、
砲
台
で
保
護
さ
れ
た
水
域
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
連
続
し
た
中
立
海
帯
に
よ
っ
て
の
方
が
保
障

さ
れ
た
」
こ
と
を
通
じ
て
、
同
国
の
実
行
を
他
の
海
洋
諸
国
が
受
容
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
し
て

発
生
し
た
紛
争
は
「
主
張
さ
れ
た
連
続
的
海
帯
の
幅
員
を
巡
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
当
該
海
帯
の
幅
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員
を
「
三
海
里
、
恐
ら
く
は
着
弾
距
離
、
に
修
正
す
べ
き
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
が
提
案
し
た
と
き
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
実
行
の
本
質
的

要
素
と
着
弾
距
離
規
則
の
そ
れ
が
合
致
し
、
近
代
的
三
海
里
限
界
の
観
念
が
生
ま
れ
出
た
」
の
で
あ
り
、「
し
た
が
っ
て
、
三
海
里

限
界
は
、
一
定
幅
の
連
続
的
海
帯
内
で
の
領
域
管
轄
権
の
本
質
的
要
素
を
デ
ン
マ
ー
ク
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
実
行
に
負
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
こ
の
観
念
の
余
地
が
な
い
着
弾
距
離
規
則
に
で
は
な
い
の
で
あ
る）（（
（

」
と
ケ
ン
ト
は
結
論
付
け
て
い
る
。

　

こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
と
は
、「
七
年
戦
争
」
中
に
発
生
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
沿
岸
で
の
フ
ラ
ン
ス
私
掠
船
に

よ
る
英
国
船
の
捕
獲
事
件
を
巡
る
紛
争
の
中
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ケ
ン
ト
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
交
渉
に
お
い

て
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
主
張
し
て
き
た
海
帯
と
し
て
の
中
立
水
域
に
つ
い
て
は
認
め
る
も
の
の
、
そ
の
幅
員
に
つ
い
て
は
デ
ン
マ
ー
ク

の
従
来
の
主
張
で
あ
っ
た
四
海
里
で
は
な
く
、
着
弾
距
離
と
考
え
ら
れ
る
三
海
里
に
す
べ
き
も
の
と
提
案
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、「
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
領
海
の
範
囲
を
決
定
す
る
二
つ
の
別
個
の
原
則
、
即
ち
、
連
続
す
る
海
帯
の
原
則
と
着
弾
距
離
規
則

の
遭
遇
が
見
出
さ
れ
」、「
近
代
の
三
海
里
限
界
は
、
連
続
的
一
定
幅
員
の
海
帯
と
い
う
観
念
に
寄
与
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
実
行
と
そ

の
幅
員
を
決
定
す
る
着
弾
距
離
規
則
の
二
つ
に
由
来
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ウ
ォ
ー
カ
ー
と
ケ
ン
ト
の
見
解
に
は
異
な
る
部
分
が
存
在
す
る
も
の
の
、
着
弾
距
離
説
と
海
帯
と
し
て
の
領
海
が
、

起
源
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
で
は
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
こ
そ
が
前
節
で
紹
介
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
等
が
示
し
た
見

解
と
の
大
き
な
相
異
点
と
な
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

以
上
の
諸
説
と
そ
れ
ら
の
相
異
点
を
理
解
し
た
上
で
、
次
章
で
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
に
よ
る
着
弾
距
離
説
の
提
示
の
背
景

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
一
七
世
紀
を
中
心
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
関
連
国
家
実
行
を
検
討
し
、
そ
こ
に
お
け
る
海
帯
観
念
の
有
無
を
検

討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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第
二
章　

海
洋
に
お
け
る
権
限
行
使
に
関
す
る
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
実
行

第
一
節　

漁
業

　

古
く
か
ら
「
低
地
地
方
」（N

ederlanden

）
の
住
民
に
と
っ
て
漁
業
は
重
要
な
産
業
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
自
国
沿
岸

漁
業
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
例
え
ば
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
お
よ
び
ス
ピ
ッ
ツ
ベ
ル
ゲ
ン
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
鯨
漁
の
よ
う
に

外
洋
や
他
国
沿
岸
海
域
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
大
き
な
利
益
が
期
待
で
き
た
鰊
漁
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
沿
岸
海
域
を
主
要
な
漁
場
と
し
て
い
た）（（
（

。
そ
の
た
め
、
自
国
と
英
国
本
土
と
の
間
に
あ
る
海
域
に
お
け
る

漁
業
の
自
由
の
確
保
は
オ
ラ
ン
ダ
漁
業
に
と
っ
て
の
死
活
的
利
益
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

英
国
本
土
と
低
地
地
方
と
の
間
の
海
域
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る
条
約
規
定
は
、
遅
く
と
も
一
四
○
六
年
以
降
逐
次
締
結
さ
れ
て

き
た
一
連
の
「
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
条
約
」（the Burgundy T

reaties

）
（（
（

）
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
即
ち
、
一
四
〇
六
年
の
英
国
王 

ヘ
ン
リ
ー
四
世
（H

enry V
I

）
と
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
ジ
ャ
ン
（Jean

）
と
の
間
の
通
商
条
約）（（
（

の
第
二
三
条）（（
（

に
、
沿
岸
諸
地
域
（
英
国
、

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
み
な
ら
ず
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
や
そ
の
他
の
地
域
を
含
む
。）
の
漁
民
に
つ
い
て
の
漁
業
の
自
由
が
規
定
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。（
但
し
、
明
確
な
海
域
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。）

　

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
条
約
は
一
四
九
五
年
の
“Magnus Intercursus

”と
呼
ば
れ
る
条
約
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る）（（
（

。
こ
の
条
約
は
英

国
王
（
ヘ
ン
リ
ー
七
世
）
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
（
兼
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
）（
フ
ィ
リ
ッ
プ
）
の
間
で
締
結
さ
れ
た
講
和
・
通
商
条
約）（（
（

の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
一
四
条）（（
（

は
、
明
確
な
海
域
を
示
す
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
何
れ
か
の
条
約
当
事
者
に
属
す
る
漁
民
が
航
行
お
よ

び
漁
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
は
そ
の
後
の
一
連
の
条
約
交
渉
に
お
い
て
同
条
約
に
依
拠
し
た
と
さ

れ
る）（（
（

。
ま
た
、
漁
業
の
自
由
は
そ
の
他
の
国
と
の
間
で
の
条
約
交
渉
に
お
い
て
も
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
り
追
求
さ
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
漁
業
の
自
由
は
沿
岸
国
で
あ
る
英
国
に
と
っ
て
は
不
利
に
働
く
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
七
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世
紀
の
英
国
は
、
国
王
ジ
ェ
ー
ム
ズ
一
世
に
よ
る
一
六
○
九
年
五
月
六
日
の
宣
言
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
国
沿
岸
海
域

に
お
け
る
外
国
人
漁
業
を
制
限
す
る
政
策
を
進
め
た）（（
（

。
こ
の
宣
言
は
、
文
言
上
は
全
て
の
外
国
漁
民
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
主
た
る
標
的
を
オ
ラ
ン
ダ
漁
民
と
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
前
述
の
“Magnus 

Intercursus
”に
規
定
さ
れ
た
漁
業
の
自
由
に
関
し
て
も
英
国
は
異
を
唱
え
た
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

更
に
、
一
六
一
八
年
の
英
蘭
間
の
外
交
交
渉
を
通
じ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
側
は
自
国
漁
民
が
英
国
本
土
か
ら
の
視
界
内
に
あ
る
沿
岸
海

域
で
漁
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
を
約
束
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
確
か
に
、
一
六
一
八
年
六
月
五
日
付
お
よ
び
一
六

二
五
年
五
月
一
○
日
付
で
オ
ラ
ン
ダ
連
邦
議
会
（Staten- Generaal

）
が
発
し
た
布
告
（Plakaat

）
（（
（

）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
一
般
に
対
し

て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
近
海
に
お
け
る
英
国
漁
民
へ
の
妨
害
行
為
を
禁
じ
て
い
る
。
ま
た
、
同
内
容
の
規
定
は
一
六
一
八
年
五
月
七

日
付
の
ホ
ラ
ン
ト
州
議
会
布
告
に
も
見
ら
れ
る）（（
（

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
布
告
で
は
、
漁
業
活
動
そ
の
も
の
は
禁
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

前
述
の
外
交
交
渉
に
お
け
る
約
束
は
、
完
全
に
履
行
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
若
干
の
制
約
を
自
国
漁
民
に
課
す
措
置
を
講
じ
て
は
い
る）（（
（

も
の
の
、
オ
ラ
ン
ダ
は
基
本
的
に
漁
業
の
自
由
と
い
う
政

策
目
標
を
変
更
し
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
一
六
七
四
年
の
英
蘭
条
約
に
お
い
て
漁
業
の
自
由
に
関
す
る
規
定
が
脱
落
し
て
い
る）（（
（

が
、

翌
年
九
月
三
日
付
の
オ
ラ
ン
ダ
連
邦
議
会
命
令
（O

rdonnantie

）
で
は
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
並
び
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
全
て

の
沿
岸
」
に
お
け
る
漁
業
の
自
由
が
確
認
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
尚
、
こ
の
命
令
は
仏
蘭
間
で
の
合
意
に
基
づ
い
て
発
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
側

の
同
（
一
六
七
五
）
年
八
月
一
七
日
付
命
令
に
対
応
し
て
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
「
外
洋
」
お
よ
び
他
国
沿
岸
海
域
に
お
け
る
漁
業
の
自
由
の
確
保
に
向
け
た
活
動
と
異
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
は
自
国

の
沿
岸
水
域
や
河
川
・
湖
沼
等
の
「
内
水
」
に
お
け
る
漁
業
活
動
に
つ
い
て
は
、
規
制
措
置
を
頻
繁
に
発
し
て
い
る
。
概
ね
そ
れ
ら

は
、「
無
許
可
操
業
の
禁
止
」、「
特
定
魚
種
の
漁
獲
禁
止
」
お
よ
び
「
特
定
漁
法
の
禁
止
」
等
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ

こ
で
は
当
該
規
制
措
置
が
実
施
さ
れ
る
水
域
が
ど
の
よ
う
に
指
定
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
整
理
を
試
み
た
い
。
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第
一
に
、
規
制
水
域
に
つ
い
て
具
体
的
に
当
該
水
域
（
河
川
や
湖
沼
）
や
沿
岸
の
都
市
や
村
落
の
固
有
名
を
列
挙
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
六
○
九
年
六
月
三
日
・
一
六
一
○
年
三
月
五
日
・
一
六
二
四
年
五
月
二
○
日
・
一
六
四
八
年
三
月
一
三
日

の
各
日
付
の
連
邦
議
会
布
告）（（
（

は
、
一
定
の
湖
沼
に
お
け
る
小
型
魚
種
の
漁
獲
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
指
定
方
法
を
採
用
し
た
布
告
は

多
数
見
出
さ
れ）（（
（

、
規
制
水
域
を
指
示
す
る
最
も
一
般
的
な
方
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

第
二
の
方
法
と
し
て
は
、
地
理
的
な
一
般
（
普
通
）
名
詞
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
六
四
八
年
三
月
一
三
日
付）（（
（

お

よ
び
一
六
七
四
年
一
月
二
二
日
付）（（
（

の
布
告
は
、
一
定
の
漁
法
の
利
用
を
「
ホ
ラ
ン
ト
お
よ
び
西
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
内
の
河
川
、
湖
沼

お
よ
び
内
水
に
お
い
て
」
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
一
の
表
現
は
、
ホ
ラ
ン
ト
・
西
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
州
議
会

の
一
七
○
七
年
二
月
九
日
付
告
示
（Publicatie

）
（（
（

）、
同
年
三
月
二
六
日
付
告
示）（（
（

、
一
七
○
八
年
二
月
一
八
日
付
布
告）（（
（

に
お
い
て
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
河
川）（（
（

」
や
「
港）（（
（

」
と
い
っ
た
単
語
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る）（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
水
域
指
定
方
法
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
北
海
沿
岸
海
域
に
は
適
さ
な
い
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
一

六
八
○
年
三
月
一
六
日
付
ホ
ラ
ン
ト
・
西
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
州
議
会
決
議
（Resolutie

）
（（
（

）
は
、「
海
岸
に
沿
っ
た
」（langhs de 

Stranden

）
漁
業
の
制
限
を
行
う
た
め
に
、
沿
岸
地
域
に
存
在
す
る
多
く
の
村
落
名
を
列
挙
す
る
と
同
時
に
、
州
の
領
域
の
沿
岸
全

般
が
対
象
と
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
た
。
同
様
の
表
示
方
法
は
、
他
の
布
告
等
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る）（（
（

。

　

以
上
本
節
で
見
て
き
た
事
柄
か
ら
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
実
行
の
特
色
の
幾
つ
か
が
理
解
さ
れ
る
。
第
一
に
、
オ
ラ
ン
ダ
連
邦
議

会
（
お
よ
び
ホ
ラ
ン
ト
・
西
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
州
議
会
）
は
、
河
川
・
湖
沼
等
の
「
内
水
」
に
対
し
て
一
定
の
権
能
を
当
然
の
如
く
行

使
し
て
い
た）（（
（

。
第
二
に
、
自
国
沿
岸
海
域
に
対
す
る
漁
業
活
動
規
制
を
行
う
一
方
で
、
そ
れ
以
遠
の
海
域
で
は
漁
業
の
自
由
を
主
張

す
る
と
い
う
、
自
国
の
利
益
追
求
と
い
う
立
場
が
明
確
で
あ
る
。
第
三
に
、
沿
岸
海
域
で
の
漁
業
に
対
す
る
規
制
措
置
が
及
ぶ
範
囲

に
つ
い
て
の
明
確
な
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い）（（
（

。

　

こ
こ
で
、
第
二
点
に
つ
い
て
若
干
敷
衍
し
た
い
。
本
節
で
は
オ
ラ
ン
ダ
の
死
活
的
利
益
に
関
わ
る
漁
業
関
連
の
実
行
に
つ
い
て
検
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討
し
た
た
め
、
同
国
の
利
益
追
求
の
態
度
が
明
白
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
分
野
に
お
い
て
は
、
他
国
が
当
該
他
国
の
沿
岸

海
域
に
対
し
て
一
定
の
権
能
を
行
使
す
る
こ
と
を
オ
ラ
ン
ダ
が
承
認
し
た
事
例
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
沿
岸
海
域
に
お
け
る
一
種

の
「
防
止
義
務
」
や
海
賊
行
為
等
の
抑
止
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
の
事
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
六
七
九
年
一
○
月
に
締
結
さ
れ

た
蘭
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
間
通
商
航
海
条
約
の
第
三
五
条）（（
（

で
は
、
両
当
事
国
が
各
々
の
「
支
配
権
の
下
に
あ
る
海
岸
、
港
、
河
川
に
お

い
て
、
軍
艦
そ
の
他
に
よ
る
当
事
国
の
臣
民
に
帰
属
す
る
船
舶
ま
た
は
積
荷
の
捕
獲
を
許
さ
な
い
こ
と
」
を
約
束
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
六
九
一
年
六
月
の
英
・
蘭
・
デ
ン
マ
ー
ク
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー
間
条
約）（（
（

の
第
六
条
で
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
が
英
国
王
と
オ
ラ
ン
ダ
連
邦

議
会
に
負
う
義
務
と
し
て
、
自
国
の
「
沿
岸
ま
た
は
港
湾
お
よ
び
河
川
に
お
い
て
、
如
何
な
る
海
賊
行
為
や
略
奪
行
為
も
許
さ
な

い
」
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
規
定
は
、
表
面
上
は
義
務
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
沿
岸
国
に
よ

る
一
定
の
権
能
の
行
使
が
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
沿
岸
海
域
一
般
と
そ
れ
以
遠
の
海
域
（「
外
洋
」）
と
の
法
的
地
位
の
相
異
は
或
る
程
度
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
但
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
前
述
の
第
三
点
は
維
持
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
沿
岸
海
域
と
外
洋
の
区
別
は
漠
然
と
観
念
的

に
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
を
区
分
す
る
明
確
な
基
準
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
節　

海
上
礼
式

　

一
定
の
海
域
を
航
行
す
る
外
国
船
舶
が
陸
上
の
城
砦
・
要
塞
や
海
上
の
軍
艦
等
に
対
し
て
何
ら
か
の
海
上
礼
式
を
行
う
こ
と
は
、

そ
の
法
的
含
意
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
に
し
て
も
、
当
該
海
域
に
対
す
る
沿
岸
国
の
何
ら
か
の
権
威
乃
至
権
能
の
承
認
を
意
味

す
る
も
の
と
も
解
さ
れ
る
。

　

英
国
は
、
自
国
周
辺
海
域
（「
英
国
海
」）
に
お
い
て
外
国
船
舶
に
対
し
て
海
上
礼
式
を
要
求
し
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
一
六
四

九
年
に
英
国
艦
隊
提
督
（Robert Blake

）
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
命
令
書
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
。
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「
こ
れ
ら
の
［
英
国
周
辺
］
海
域
に
対
す
る
支
配
権
（dom

inion

）
は
記
憶
を
超
え
る
古
来
よ
り
疑
念
の
余
地
な
く
我
が
国
に
帰
属
し
て

き
た
の
で
あ
り
、
他
の
全
諸
国
の
船
舶
は
当
該
支
配
権
を
承
認
し
て
英
国
提
督
の
視
界
内
に
あ
る
場
合
に
は
彼
ら
の
旗
を
降
ろ
し
、
彼
の
存

在
す
る
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
を
掲
揚
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
…
［
中
略
］
…
貴
官
は
、
当
該
海
域
の
支
配
権
を
維
持
す
る
た
め
、
貴
官
が
存

在
す
る
と
こ
ろ
で
他
の
全
諸
国
の
船
舶
に
自
己
の
船
旗
を
降
ろ
さ
せ
る
よ
う
、
ま
た
そ
れ
を
掲
揚
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め
る
べ
し）

（（
（

。」

　

こ
の
英
国
に
よ
る
海
上
礼
式
の
要
求
は
、
一
六
五
四
年
に
は
オ
ラ
ン
ダ
船
舶
の
条
約
上
の
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

即
ち
、
一
六
五
四
年
英
蘭
条
約）（（
（

の
第
一
三
条
に
お
い
て
、「
オ
ラ
ン
ダ
船
舶
は
、
こ
れ
以
前
と
同
様
に
、
英
国
海
内
の
英
国
軍
艦
に

対
し
て
降
旗
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
様
の
規
定
は
そ
の
後
の
両
国
間
の
条
約
（
一
六
六
二
年

条
約）

（（
（

（
第
一
○
条
）
や
一
六
六
七
年
条
約）

（（
（

（
第
一
九
条
））
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、「
英
国
海
」
の
範
囲
で
あ
る
。
一
六
四
九
年
の
命
令
書
で
は
、「
英
国
海
」
の
範
囲
に
関
わ
る
言
及

は
「
こ
れ
ら
の
海
域
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
海
域
の
範
囲
は
曖
昧
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
英
蘭

間
の
諸
条
約
に
お
い
て
も
事
態
は
全
く
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
態
が
若
干
改
め
ら
れ
る
の
は
、
一
六
七
四
年
の
英
蘭
条
約）（（
（

に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
条
約
の
第
四
条
は

「Finis T
errae

岬
」
と
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
“Van Staten
”と
呼
ば
れ
る
地
」
を
挙
げ
、
そ
の
間
の
何
れ
か
の
海
域
に
あ
る
オ
ラ
ン

ダ
船
は
「
中
檣
帆
（topsail

）
を
降
ろ
し
、
船
旗
を
降
ろ
す
」
旨
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
“Finis T

errae

”と
い
う
岬

は
、
英
語
の
古
名
で
“Finisteere

”、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
名
で
“Fisterra
”と
呼
ば
れ
る
イ
ベ
リ
ア
半
島
西
北
端
の
岬
を
指
す
も
の
と

考
え
ら
れ
、
こ
の
規
定
が
対
象
と
す
る
海
域
は
余
り
に
広
大
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
広
大
な
海
域
に
お
け
る
海
上
礼
式
の
要
求
は
、
英
国
の
海
洋
領
有
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
礼
譲
の
問
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題
と
し
て
扱
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う）（（
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
一
六
四
九
年
の
命
令
書
に
も
あ
る
通
り
、

「
英
国
提
督
の
視
界
内
に
あ
る
場
合
」
に
海
上
礼
式
が
要
求
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
場
に
軍
艦
が
実
在
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
「
英
国
海
」
に
お
け
る
事
例
に
対
し
て
、
同
じ
海
上
礼
式
を
命
ず
る
実
行
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
明
確
に
海
域
の
指
定
が
な

さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
一
六
七
○
年
五
月
一
六
日
付
の
オ
ラ
ン
ダ
連
邦
議
会
決
議）（（
（

は
、K

ronenburg

要
塞
（
デ
ン
マ
ー
ク
）

の
大
砲
の
下
に
お
い
て
は
海
上
礼
式
を
行
う
よ
う
自
国
船
舶
に
対
し
て
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
議
で
は
陸
土
の
権
威
が
及
ぶ
範

囲
に
つ
い
て
、
着
弾
距
離
説
に
沿
っ
た
考
え
方
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
一
六
七
一
年
一
月
三
日
付
同
議
会
決
議）（（
（

は
、

全
オ
ラ
ン
ダ
船
員
に
対
し
て
、
外
国
主
権
者
の
「
要
塞
の
大
砲
の
下
に
あ
る
」
港
湾
お
よ
び
河
川
に
入
る
際
に
降
旗
お
よ
び
礼
砲
に

よ
る
海
上
礼
式
を
行
う
こ
と
を
命
じ
た）（（
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
一
六
七
一
年
の
決
議
は
そ
の
前
年
の
決
議
の
対
象
水
域
を
一
般
化
し
、
拡

大
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
オ
ラ
ン
ダ
の
自
国
民
に
対
す
る
命
令
の
意
図
は
、
沿
岸
国
主
権
者
に
対
す
る
単
な
る
敬
意
の
表
明
、
即
ち
礼
譲
の
問

題
で
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
命
令
は
、
陸
上
の
砲
台
の
下
に
あ
る
沿
岸
海
域
に
対
す
る
何
ら
か
の
（
他

の
海
域
と
は
異
な
る
と
い
う
意
味
で
）
特
別
な
地
位
の
承
認
の
表
明
と
解
釈
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
英
国
海
」
に
お
け
る

事
例
と
要
塞
の
下
に
お
け
る
事
例
は
、
何
れ
も
大
砲
（
軍
艦
の
も
の
で
あ
れ
、
要
塞
の
も
の
で
あ
れ
）
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
節　

臨
検

　

さ
て
、
本
章
で
最
後
に
検
討
が
加
え
ら
れ
る
国
家
実
行
は
、
中
立
船
舶
の
臨
検
を
行
う
際
の
方
式
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
領
海

制
度
形
成
史
を
主
題
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
事
項
が
扱
わ
れ
る
こ
と
は
若
干
奇
異
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
結
論
を
先
取
り
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
交
戦
国
軍
艦
が
中
立
船
舶
の
臨
検
の
権
利
を
行
使
す
る
際
に
、
当
該
軍
艦

が
当
該
中
立
船
舶
と
の
間
で
保
つ
べ
き
距
離
に
つ
い
て
、
着
弾
距
離
規
則
が
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
臨
検
を
行
う
軍
艦
と
被
検
査
船
舶
と
の
関
係
を
律
す
る
若
干
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
は
、
一
六
三
二
年
の
英
仏
間
の

条
約）（（
（

、
特
に
そ
の
第
三
条
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
約
で
は
臨
検
船
と
被
検
査
船
間
で
保
つ

べ
き
距
離
に
関
す
る
規
則
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
実
行
を
検
討
す
る
こ
と
と

す
る
。

　

先
ず
、
一
六
四
六
年
に
締
結
さ
れ
た
仏
蘭
間
条
約）（（
（

の
第
三
条
が
挙
げ
ら
れ
得
る
。
同
条
は
、
オ
ラ
ン
ダ
商
船
が
フ
ラ
ン
ス
軍
艦
に

よ
る
臨
検
を
受
け
る
場
合
に
、
後
者
は
「
大
砲
の
着
弾
距
離
よ
り
も
近
く
に
接
近
し
得
な
い
」
と
し
た
上
で
、
一
連
の
手
続
を
定
め

た
。
同
様
の
規
則
は
同
じ
く
仏
蘭
間
で
締
結
さ
れ
た
一
六
六
二
年
の
条
約）（（
（

の
第
三
三
条
に
引
継
が
れ
た
。
同
条
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
民

に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
船
舶
へ
の
「
着
弾
距
離
内
」
に
接
近
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
通
航
証
お
よ
び
他
の
書
類
を
検
査
す
る
た
め
に
二
乃

至
三
名
の
み
を
送
り
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の
後
に
両
国
間
で
締
結
さ
れ
た
一
六
七
八
年
の
通
商
航
海
条
約）（（
（

の
第
二
○

条
お
よ
び
一
七
三
九
年
の
通
商
航
海
条
約）（（
（

の
第
二
一
条
も
同
様
の
規
則
を
引
継
い
で
い
る
。

　

こ
の
規
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
諸
国
と
オ
ラ
ン
ダ
が
締
結
し
た
条
約
に
も
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
と
ア
ル
ジ
ェ
と
の

間
で
締
結
さ
れ
た
一
六
六
二
年
の
平
和
条
約）（（
（

の
第
四
条
は
、
嫌
疑
あ
る
ア
ル
ジ
ェ
船
舶
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
船
舶
の
接
近
に
つ
い
て
こ
の

規
則
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
規
則
は
英
蘭
間
の
諸
条
約
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
六
六
七
年
の
通
商

航
海
条
約）（（
（

第
三
条
三
三
項
お
よ
び
翌
年
の
通
商
条
約）（（
（

第
八
条
に
こ
の
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

更
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
諸
国
が
締
結
し
た
条
約
に
も
こ
の
規
則
は
採
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
仏
西
間

の
「
ピ
レ
ネ
ー
条
約
」（
一
六
五
九
年）

（（
（

）
の
第
一
七
条
や
一
七
一
三
年
の
仏
英
間
通
商
航
海
条
約）（（
（

の
第
二
四
条
に
も
こ
の
規
則
が
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
規
則
は
外
国
船
舶
が
沿
岸
国
に
接
近
す
る
際
に
当
該
沿
岸
海
域
に
対
す
る
当
該
国
の
支
配
権

を
承
認
す
る
と
い
う
問
題
に
は
直
接
的
に
は
関
係
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
条
約
が
締
結
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て

は
、
海
上
に
お
け
る
具
体
的
距
離
を
示
す
基
準
と
し
て
「
着
弾
距
離
」
に
特
別
な
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
。

結　

論

　

以
上
で
（
特
に
、
第
二
章
に
お
い
て
）
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
、
我
々
は
次
の
諸
点
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
第
一

に
、
一
七
世
紀
（
事
例
に
よ
っ
て
は
そ
の
前
後
の
時
代
も
含
め
て
）
オ
ラ
ン
ダ
は
、
自
国
沿
岸
水
域
に
自
国
の
一
定
の
権
能
を
行
使
し
、

ま
た
他
国
の
当
該
他
国
沿
岸
海
域
に
対
す
る
一
定
の
権
能
の
行
使
を
承
認
し
て
い
る
。
第
二
に
、
沿
岸
海
域
（
お
よ
び
河
川
・
湖
沼

等
の
「
内
水
」）
と
そ
れ
以
遠
の
海
域
（「
外
洋
」）
に
つ
い
て
の
曖
昧
な
観
念
的
区
別
が
存
在
し
た
。
第
三
に
、
沿
岸
国
が
自
国
領
土

か
ら
沿
岸
海
域
に
対
し
て
何
ら
か
の
権
能
を
行
使
す
る
際
に
、
そ
の
範
囲
や
幅
員
を
表
示
す
る
方
法
は
多
様
で
あ
っ
た
が
、
着
弾
距

離
規
則
を
除
い
て
、
明
確
性
に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
四
に
、
着
弾
距
離
規
則
が
適
用
さ
れ
た
先
例
は
、
陸
土
（
砲
台
）
に
対

す
る
海
上
礼
式
と
中
立
（
臨
検
）
規
則
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
着
弾
距
離
規
則
が
領
海
幅
員
決
定
方
法
と
し
て
適
用
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
本
稿
の
「
序
論
」
で
述
べ
ら
れ
た
事
柄
と
の
関
連
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

先
ず
、
着
弾
距
離
規
則
が
採
用
さ
れ
た
事
例
は
、
実
際
に
大
砲
（
要
塞
や
軍
艦
）
が
存
在
す
る
海
域
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
当
時
の
着
弾
距
離
規
則
に
は
海
帯
観
念
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
着
弾
距
離
説

と
海
帯
観
念
は
、
別
個
の
事
象
の
中
で
生
成
し
て
き
た
こ
と
を
オ
ラ
ン
ダ
の
実
行
は
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
一
章
で
検
討
し
た
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ウ
ォ
ー
カ
ー
や
ケ
ン
ト
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
領
海
制
度
形
成
史
に
お
け
る
評
価
、
と
り
わ
け
彼
の
理
論
に
お
け
る
海
帯
観
念
の
有
無
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

仮
に
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
着
弾
距
離
説
の
提
示
が
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
の
諸
々
の
国
家
実
行
を
忠
実
に
反
映
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
を
定
式
化
す
る
意
図
を
伴
う
も
の
（
即
ち
、「
実
証
的
」
に
導
出
さ
れ
る
結
論
）
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
に
は

海
帯
と
し
て
の
沿
岸
海
域
の
領
有
（
領
海
化
）
の
意
識
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
沿
岸
国
の
権
能
一
般
が
（
実

際
に
大
砲
が
存
在
す
る
場
所
に
限
定
さ
れ
た
）
沿
岸
海
域
に
及
ぶ
と
す
る
こ
と
す
ら
、
実
証
的
に
は
言
え
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
着
弾
距
離
説
の
意
義
は
、
異
な
る
事
象
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
着
弾
距
離
規
則
と
い
う

実
行
を
「
海
洋
領
有
の
領
土
か
ら
の
限
界
」
と
い
う
新
た
な
問
題
に
適
用
し
た
こ
と
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
立
法
論
」
と
し
て
提

示
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
法
論
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
『
着
弾

距
離
』
と
い
う
規
準
は
そ
の
後
の
半
世
紀
近
く
も
法
律
家
達
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た）（（
（

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
言

え
よ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
「
立
法
論
」
に
至
る
着
想
の
素
材
は
、
本
稿
で
扱
い
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
自
身
も
通
暁

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
当
時
の
諸
実
行
や
、
ア
ウ
デ
ン
ダ
イ
ク
（Johanna K

atherina O
udendijk

）
が
主
張
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
法
律

家
で
あ
り
外
交
官
で
も
あ
っ
た
人
物
（Pierre Jeannin

）
に
よ
る
一
六
○
九
年
の
着
弾
距
離
説
に
関
す
る
示
唆）（（
（

、
あ
る
い
は
フ
ル 

ト
ン）（（
（

、
ウ
ォ
ー
カ
ー）（（
（

お
よ
び
そ
の
他
の
研
究
者）（（
（

が
採
り
上
げ
て
い
る
一
六
一
○
年
の
英
蘭
間
漁
業
交
渉
に
お
け
る
着
弾
距
離
規
則
の

提
案
等
）々
（（
（

、
数
多
く
存
在
し
て
い
た
。
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
は
着
弾
距
離
説
自
体
の
創
案
者
で
は
な
く
、
そ
の
偉
大
な
応
用
者
で

あ
っ
た
と
我
々
は
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る）（（
（

。

　

但
し
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
が
立
法
論
と
し
て
着
弾
距
離
規
則
を
提
示
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
海
帯
概
念
が
彼
の
理
論
に
は
存
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在
し
た
可
能
性
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
以
下
の
理
由
に
よ
り
、
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
先
ず
、
彼

自
身
が
言
及
し
て
い
るK

ronenburg

要
塞
下
で
の
海
上
礼
式
に
つ
い
て
の
議
論）（（
（

か
ら
も
理
解
さ
れ
る
通
り
、
現
実
の
砲
台
の
存
在

が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、「
遠
洋
漁
業
国
」
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
の
は
、
沿
岸
国
の
権
能
が
及
ぶ
範

囲
を
可
能
な
限
り
狭
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
現
実
に
砲
台
が
存
在
す
る
海
域
に
限
定
す
る
方
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な
る）（（
（

。

そ
し
て
、
最
後
に
、
文
法
上
の
問
題
が
あ
る
。
彼
の
「
着
弾
距
離
」
説
は
何
れ
も
直
説
法
（
時
制
は
現
在
）
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
彼
が
観
念
的
・
抽
象
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
実
に
砲
台
が
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
砲
弾
が
射
出
さ
れ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
着
弾
距
離
規
則
は
、
実
定
法
の
解
釈
論
お
よ
び
立
法
論
の
何
れ
の
観
点
か
ら
し
て

も
、
海
帯
の
観
念
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
、
我
々
は
考
え
る
べ
き
で
あ
る）（（
（

。
結
局
、
本
稿
の
「
序
論
」
で
提
起
さ
れ

た
よ
う
な
「
着
弾
距
離
説

≒

領
海
幅
員
決
定
規
則
」
と
い
う
単
純
な
理
解
と
そ
の
誤
り
は
、
現
存
す
る
法
制
度
を
前
提
と
し
て
、
そ

れ
を
安
易
に
過
去
へ
と
投
影
す
る
と
い
う
（
多
く
の
場
合
に
無
意
識
的
な
）
思
考
が
歴
史
的
事
実
や
文
献
の
解
釈
を
誤
ら
せ
る
と
い
う

（
我
々
が
陥
り
が
ち
な
事
態
の
）
多
く
の
事
例
の
中
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

尚
、
最
後
に
確
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
以
上
に
見
て
き
た
国
家
実
行
が
既
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー

ク
の
「
立
法
論
と
し
て
の
着
弾
距
離
規
則
」
が
構
想
・
提
示
さ
れ
得
た
の
で
あ
り
、
彼
の
想
像
力
の
み
に
由
来
す
る
規
則
と
し
て
提

示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
国
家
実
行
と
国
際
法
理
論
の
関
係
の
実
証
的
究
明
も
、
国
際
法
史
研

究
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）　

と
り
わ
け
、
フ
ル
ト
ン
の
著
作
（T

h. W
. Fulton, T

he Sovereignty of the Sea (Edinburgh/London, 1（11)

）
は
、
領
海
制

度
史
に
関
す
る
議
論
の
際
に
は
、
現
在
に
お
い
て
も
参
照
さ
れ
る
べ
き
文
献
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
次
の
二
著
作
も
重
要
で
あ
る
。
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L.-B. H

autefeuille, H
istoire des origines, des progrès et des variations du droit m

aritim
e international, 2

e éd. (Paris, 
186（)

：
高
林
秀
雄
『
領
海
制
度
の
研
究
』（
第
三
版
）（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
八
七
年
）。

（
2
）　

古
代
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
る
地
中
海
の
領
有
主
張
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
見
よ
。C. Phillipson, T

he International Law
 

and Custom
 of A

ncient G
reece and R

om
e, vol.II (London, 1（11), pp.（（（-（80: P. T

. Fenn, 

“Justinian and the Freedom
 

of the Sea

”, A
m

erican Journal of International Law
, vol.1（ (1（25), pp.（16-（2（: Idem

, T
he O

rigin of the R
ight of 

Fishery in T
erritorial W

aters (Cam
bridge, 1（26) (hereafter referred to as 

“The R
ight of Fishery

”), pp.（-（2.

（
（
）　

欧
州
中
世
の
海
洋
領
有
を
巡
る
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
次
の
文
献
を
見
よ
。P. T

. Fenn, 

“Origins of the T
heory 

of T
erritorial W

aters

”, A
m

erican Journal of International Law
, vol.20 (1（26), pp.（65-（82: Idem

, T
he R

ight of Fisehry, 
pp.（（-（8.

（
（
）　E. N

ys, 

“Une bataille de livres, Episode de lʼhistoire du droit international

”; in idem
, É

tudes de droit international 
et de droit politique, 2

e sér. (Bruxelles/Paris, 1（01), pp.262-2（（.

（
5
）　
「
海
洋
論
争
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
見
よ
．Fulton, supra note 1, pp.（（8-（（（: P. B. Potter, T

he Freedom
 of the 

Seas in H
istory, Law

, and Politics (N
ew

 Y
ork/London, etc., 1（2（), pp.5（-80: Fenn, T

he R
ight of Fishery, pp.150-22（: 

R. P. A
nand, O

rigins and D
evelopm

ent of the Law
 of the Sea: H

istory of International Law
 R

evisited (T
he H

ague/
Boston/London, 1（8（), pp.（2-12（

： 

柳
原
正
治
『
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
』（
清
水
書
院
、
二
○
○
○
年
）
九
八
︱
一
二
五
頁
。

（
6
）　J. Selden, M

are clausum
 seu de dom

inio m
aris libri duo (16（5). 

本
稿
執
筆
に
際
し
て
参
照
し
た
版
は
、
一
六
三
五
年

（
ロ
ン
ド
ン
）
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
（Biblio V

erlag, O
snabrück, 1（（8

）
で
あ
る
。

（
（
）　

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
取
得
可
能
性
を
認
め
た
海
域
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
領
海
制
度
前
史
︱
︱
欧
州
に
お
け
る
海
洋
領
有
を
巡
る

実
行
と
法
理
論
の
素
描
︱
︱
」
栗
林
忠
男
・
杉
原
高
嶺
（
編
）『
海
洋
法
の
歴
史
的
展
開
』（
有
信
堂
高
文
社
、
二
○
○
四
年
）
一
三
︱
一

四
頁
を
見
よ
。

（
8
）　D

e dom
inio m

aris dissertatio (1st ed., 1（0（: 2nd ed., 1（（（).
（
以
下
、
註
に
お
い
て
は
“D.M

.D
.

”と
す
る
。）
本
稿
が
依
拠

す
る
版
は
、『
国
際
法
古
典
叢
書
』（T

he Classics of International Law
 (N

ew
 Y

ork, 1（2（)

）
所
収
の
第
二
版
（
一
七
四
四
年
）

で
あ
る
。
尚
、D

.M
.D

.

の
初
版
と
第
二
版
の
実
質
的
相
異
は
、
第
二
版
の
三
五
九
頁
以
下
約
二
頁
（
“Si non subsistant

”で
始
ま
る
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段
落
か
ら
二
段
落
分
）
に
わ
た
る
部
分
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
点
の
み
で
あ
る
が
、
本
稿
で
の
議
論
に
直
接
に
関
係
す
る
変
更
で
は
な
い
。

（
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
は
後
に
公
刊
さ
れ
た
別
の
著
作
（Q

.J.P. (infra note 10), p.（（（.

）
で
、
両
版
の
間
で
見
解
の
変
更
は
な
い
旨

を
明
言
し
て
い
る
。）
ま
た
、D

.M
.D

.

の
初
版
の
公
刊
年
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
著
を
見
よ
。K

. A
kashi, Cornelius 

van Bynkershoek: H
is R

ole in the H
istory of International Law

 (T
he H

ague/London/Boston, 1（（8), pp.（-8, n.28.

（
（
）　

“Potestatem
 terrae finiri, ubi finitur arm

orum
 vis.

” D.M
.D

., c.ii (p.（6（). 

（
10
）　Q

uaestionum
 juris publici libri duo, quorum

 prim
us est de rebus bellicis, secundus de rebus varii argum

enti 
(1（（（) (T

he Classics of International Law
 (O

xford/London, 1（（0)).

（
以
下
、
註
に
お
い
て
は
“Q.J.P.

”と
す
る
。）

（
11
）　

“Im
perium

 terrae finiri, ubi finitur arm
orum

 potestas.

” Q.J.P., lib.I, c.viii (p.5（).

次
の
箇
所
も
見
よ
。Ibid., lib.II, c.

xxi (pp.（（（-（（0).

（
12
）　

次
の
文
献
で
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
着
弾
距
離
説
自
体
が
「
乱
暴
な
ま
で
に
単
純
」
な
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
て
お
り
、
実
際

上
の
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
は
何
ら
役
立
た
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。A

. Raestad, 

“La portée du canon com
m

e 
lim

ite de la m
er territoriale

”, R
evue générale de droit international public, tom

e 1（ (1（12), p.610.

（
1（
）　

例
え
ば
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
ド
イ
ツ
の
学
者
グ
ン
ト
リ
ン
ク
（N

ikolaus H
ieronym

us Gundling

）
は
、

海
洋
に
お
い
て
沿
岸
国
の
権
能
が
及
ぶ
範
囲
を
距
岸
三
マ
イ
ル
（
恐
ら
く
ド
イ
ツ
・
マ
イ
ル
）
と
し
、
し
か
も
そ
の
権
能
の
根
拠
を
着
弾

距
離
説
に
置
き
つ
つ
も
、
海
洋
領
有
の
際
に
常
に
武
力
が
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
く
、
艦
隊
の
保
有
と
い
う
事

実
が
あ
れ
ば
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
沿
岸
国
の
権
威
は
保
持
さ
れ
る
の
だ
と
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。N

. H
. Gundling, 

A
usführlicher D

iscours über das N
atur- und V

ölker-R
echt (Frankfurt a. M

., 1（（（), S.2（（.

尚
、
こ
の
グ
ン
ト
リ
ン
ク
の
議

論
は
次
の
文
献
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。D

. P. O
ʼConnell, 

“Germ
an Literature on the T

erritorial Sea in the 18th 
and 1（th Centuries

”; in J. T
ittel (hrsg.), M

ultitudo Legum
 Ius U

num
: Festschrift für W

ilhelm
 W

engler zu seinem
 

65. G
eburtstag, Bd. 1 (Berlin, 1（（（), p.（26.

（
1（
）　

バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
に
海
帯
の
観
念
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
、D

.M
.D

.

の
英

訳
者
（R. V

. D
. M

agoffi
n

）
に
よ
る
訳
語
選
択
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
得
る
。
即
ち
、
ラ
テ
ン
語
原
文
で
は
“mare terrae proxim

um

”

（
陸
土
に
近
接
し
た
海
洋
）
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
英
訳
で
は
“maritim

e belt
”と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。See, e.g., D

.M
.D

. 
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(trans.), p.（1 et seq.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
に
お
い
て
も
同
旨
の
示
唆
が
行
わ
れ
て
い
る
。W

. L. W
alker, 

“Territorial 
W

aters: T
he Cannon Shot Rule

”, British Y
earbook of International Law

, vol.22 (1（（5), p.211, n.6.
（
15
）　

典
型
例
と
し
て
次
の
文
献
を
見
よ
。B. A

. H
arlow

, 

“Freedom
 of N

avigation

”; in L. M
. A

lexander (ed.), T
he Law

 of 
the Sea: O

ffshore Boundaries and Zones (T
he O

hio State U
. P., 1（6（), pp.18（-1（1: S. P. Sharm

a, 

“Territorial Sea

”, 
E

ncyclopedia of Public International Law
, vol.（ (A

m
sterdam

/London, etc., 2000), p.81（.

（
16
）　

着
弾
距
離
説
と
領
海
幅
員
決
定
規
則
の
結
合
（
結
果
と
し
て
は
、
着
弾
距
離
説
に
よ
る
領
海
三
海
里
規
則
の
確
立
）
の
時
期
に
つ
い

て
も
見
解
の
対
立
が
あ
る
。
例
え
ば
、
コ
ロ
ン
ボ
ス
（Constantine John Colom

bos

）
は
、「
着
弾
距
離
の
限
界
の
領
海
三
海
里
へ
の

同
化
（assim

ilation

）」
を
ス
ト
ー
ウ
ェ
ル
卿
（Lord Stow

ell

）
に
よ
る
一
八
○
五
年
の
判
決
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
し
て

い
る
（C. J. Colom

bos, T
he International Law

 of the Sea, 6th ed. (London, 1（6（), pp.（2-（（.

）
が
、
ス
ワ
ル
ツ
ト
ラ
ウ
バ
ー

（Sayre A
. Sw

arztrauber
）
は
、
後
註（
20
）で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
七
年
戦
争
」
中
の
一
七
六
一
年
に
発
生
し
た
拿
捕
事

件
の
判
決
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
し
て
い
る
（S. A

. Sw
arztrauber, T

he T
hree-M

ile Lim
it of T

erritorial Seas 
(A

nnapolis, M
aryland, 1（（2), pp.5（-5（.

）。

（
1（
）　J. B. Scott, 

“Introduction
”, D
.M

.D
 (p.1（).

（
18
）　Fulton, supra note 1, p.5（6.

（
1（
）　Ibid., p.60（. 

（
20
）　

領
海
三
海
里
規
則
に
関
す
る
或
る
専
門
研
究
書
（Sw

arztrauber, supra note 16.

）
に
お
い
て
は
、
先
行
す
る
多
様
な
国
家
実
行

や
学
説
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、「
三
海
里
限
界
は
静
か
に
国
際
的
実
行
に
忍
び
入
っ
た
」（Ibid., p.51.

）
と
さ
れ
、
最
終
的
に
「
七
年

戦
争
」
中
の
一
七
六
一
年
に
発
生
し
た
拿
捕
事
件
に
お
い
て
着
弾
距
離
説
と
領
海
三
海
里
規
則
と
の
同
一
視
（equation

）
が
行
わ
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
（Ibid., pp.5（-5（.

）。
こ
の
説
は
、
フ
ル
ト
ン
の
説
と
同
一
線
上
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
議
論
の
過
程
に
お
い
て

フ
ル
ト
ン
の
説
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。（
尚
、
こ
の
著
書
は
近
年
の
米
国
に
お
け
る
海
洋
法
の
歴
史
を
扱
う
文
献
の
中
で
、
か
な
り

の
頻
度
で
引
用
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
を
受
け
る
。（See, e.g., W

. L. Schachte, Jr., 

“The H
istory of the T

erritorial Sea from
 

a N
ational Security Perspective

”, T
erritorial Sea Journal, vol.1 (1（（0), pp.1（（-16（: R. J. W

ilder, 

“The T
hree-M

ile 
T

erritorial Sea: Its O
rigins and Im

plications for Contem
porary O

ffshore Federalism

”, V
irginia Journal of 
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International Law
, vol.（2 (1（（2), pp.681-（（6.

）
し
か
し
な
が
ら
、
同
書
は
、
後
註（
2（
）で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
点
が
示
す
よ
う
に
、

引
用
文
献
に
つ
い
て
原
典
と
の
対
比
を
行
う
こ
と
な
く
英
訳
版
の
み
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
専
門
研
究
書
と
し
て
問
題
が
な

い
と
は
言
え
な
い
。）

（
21
）　T

h. Baty, 

“The T
hree-M

ile Lim
it

”, A
m

erican Journal of International Law
, vol.22 (1（28), p.50（.

（
22
）　Ibid., p.50（.

（
引
用
文
中
の
傍
点
部
分
は
原
文
で
は
斜
字
体
強
調
。）

（
2（
）　

先
に
挙
げ
ら
れ
た
ス
ワ
ル
ツ
ト
ラ
ウ
バ
ー
の
著
書
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
ス
コ
ッ
ト
と
同
一
で
あ
り
、
前
註（
1（
）で
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
訳
語
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。See, Sw

arztrauber, supra note 16, pp.28-（0. 

次
の
著
作
に
お
い
て
も
、
領
海
三
海
里
規

則
形
成
に
関
す
る
記
述
が
海
帯
概
念
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。Ph. C. Jessup, T

he Law
 of T

erritorial W
aters and 

M
aritim

e Jurisdiction (N
ew

 Y
ork, 1（2（), p.（ et seq.

ま
た
、
次
の
文
献
で
は
、
領
海
制
度
確
立
過
程
に
関
す
る
論
述
に
お
い
て
海

帯
観
念
へ
の
言
及
が
存
在
し
な
い
。R. R. Churchill/A

. V
. Low

e, T
he Law

 of the Sea (M
anchester/D

over, N
H

, 1（8（), p.5（ 
et seq.

更
に
、
次
の
文
献
も
参
照
せ
よ
。T

h. W
. Balch, 

“The M
arine Belt and the Q

uestion of T
erritorial W

aters

”, A
m

erican 
Journal of International Law

, vol.6 (1（12), pp.1（2-1（（.

（
2（
）　

本
節
に
お
い
て
以
下
で
紹
介
さ
れ
る
ウ
ォ
ー
カ
ー
お
よ
び
ケ
ン
ト
の
論
考
に
は
、
高
林
も
注
目
し
て
い
る
。（
高
林
『
前
掲
書
』（
前

註
１
）
二
七
九
頁
以
下
を
見
よ
。）
し
か
し
、
高
林
は
「
ウマ

マ

ォ
カ
ー
が
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
時
代
に
確
立
し
て
い
た
と
い
う
フ
ラ
ン

ス
の
慣
行
を
も
っ
て
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
理
論
に
は
一
国
の
沿
岸
に
そ
う
領
海
帯
の
観
念
が
な
か
っ
た
と
断
定
し
、
そ
の
こ
と
か

ら
直
ち
に
、
今
日
の
三
カ
イ
リ
主
義
は
射
程
距
離
説
と
は
全
く
歴
史
的
起
源
を
異
に
す
る
別
個
の
規
則
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
は
、
い
く

ぶ
ん
論
旨
が
飛
躍
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」（
同
前
、
二
九
五
︱
二
九
六
頁
。）
と
し
、「
領
海
の
範
囲
に
関
す
る
射
程
距
離
説

と
三
カ
イ
リ
主
義
と
の
関
係
を
み
て
く
る
な
ら
ば
、
や
は
り
通
説
の
説
く
よ
う
に
、
今
日
の
三
カ
イ
リ
主
義
は
か
つ
て
の
射
程
距
離
説
と

歴
史
的
な
関
連
を
も
つ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」（
同
前
、
三
○
二
頁
。）
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
オ 

ラ
ン
ダ
の
史
料
を
も
と
に
、
高
林
と
は
異
な
る
結
論
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

（
25
）　W

alker, supra note 1（, p.2（1.

引
用
文
中
の
（　

）
内
は
原
文
に
よ
る
。

（
26
）　H

. S. K
. K

ent, 

“The H
istorical O

rigins of the T
hree-M

ile Lim
it

”, A
m

erican Journal of International Law
, vol.（8 

(1（5（), p.552.



22

法学研究 88 巻 6 号（2015：6）

（
2（
）　Ibid., pp.552-55（.

（
28
）　Ibid., pp.5（8-550.

（
2（
）　

コ
ロ
ン
ボ
ス
は
、
着
弾
距
離
説
が
提
示
さ
れ
た
一
八
世
紀
当
時
の
「
実
際
に
海
岸
に
設
置
さ
れ
た
」
大
砲
の
弾
丸
の
飛
距
離
が
「
概

ね
一
リ
ー
グ
（one m

arine league

）」
と
し
て
い
る
（Colom

bos, supra note 16, p.（2.

）
こ
と
か
ら
、
当
初
は
着
弾
距
離
説
と
海

帯
観
念
が
分
離
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
も
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

ジ
デ
ル
（Gilbert Gidel

）
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
に
よ
る
着
弾
距
離
説
の
定
式
化
を
「
断
定
的
な
、
そ
し
て
絶
対
的
に
一
般
的
な

様
式
」（une façon catégorique et absolum

ent générale

）に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（G. Gidel, Le droit international 

public de la m
er, tom

e III (Paris, 1（（（), p.（6.

）
こ
と
か
ら
、
ジ
デ
ル
自
身
の
思
考
の
中
で
は
着
弾
距
離
説
と
海
帯
観
念
が
結
合
し

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
戦
時
に
外
国
武
装
船
が
沿
岸
国
の
要
塞
の
前
を
着
弾
距
離
内
で
通
過
す
る
際
に
礼
式
を
行
う
こ
と
を
義
務

付
け
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
（Ibid., pp.（6-（（.

）、
実
行
上
は
海
帯
観
念
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
（0
）　A

. Beaujon, O
verzicht der G

eschiedenis van de N
ederlandsche Zeevisscherijen (Leiden, 1885), p.（（ et seq.  

（
（1
）　C. B. M

eyer, T
he E

xtent of Jurisdiction in Coastal W
aters (Leiden, 1（（（), pp.11-12.

（
（2
）　

現
在
の
オ
ラ
ン
ダ
の
大
部
分
は
当
時
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
が
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
を
兼
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
領
と
な
っ

て
い
た
。

（
（（
）　T

raité de Com
m

erce, donné à W
estm

unster le 10. m
ars 1（06. J. D

um
ont (éd.), Corps universel diplom

atique du 
droit des gens (1（26), tom

e II, partie i, p.（0（.
（
以
下
こ
の
資
料
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
巻
（tom

e

）・
部
（partie

）・
頁
の
順
に
、

例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
記
す
こ
と
と
す
る
。
“Dum

ont, II, i, （0（.

”） 

（
（（
）　

但
し
、
こ
の
条
約
の
正
文
に
は
条
数
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（5
）　Fulton, supra note 1, p.（2.

（
（6
）　T

ractatus pacis et com
m

ercii. D
atum

 Londini die 24. Februarii 1495. (D
um

ont, III, ii, （（6-（（（.)

（
（（
）　

こ
の
条
約
に
も
条
数
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（8
）　

フ
ル
ト
ン
は
こ
の
条
約
を
「
一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
対
英
政
策
の
頼
み
の
綱
（sheet-anchor

）」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
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Fulton, supra note 1, p.（2.
（
（（
）　

例
え
ば
、
仏
蘭
間
で
一
六
六
二
年
四
月
に
締
結
さ
れ
た
条
約
（T

raité dʼA
m

itié, de Confédération, de Com
m

erce et de 
N

avigation, fait à Paris le vingt-septiém
e avril, 1662. (D

um
ont, V

I, ii, （12-（1（.)

）
の
第
四
条
は
、
両
国
の
「
航
行
お
よ
び
通

商
並
び
に
漁
獲
に
関
す
る
諸
権
利
、
占
有
、
免
除
、
自
由
」
を
奨
励
お
よ
び
保
護
す
る
相
互
の
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。

（
（0
）　T

he Proclam
ation of the Jam

es I for the Restraint of Foreigners Fishing on the British Coasts dated 6 M
ay 

160（. 

こ
の
宣
言
は
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。S. M

uller, M
are Clausum

: Bijdrage tot de G
eschiedenis der R

ivaliteit 
van E

ngeland en N
ederland in de Zeventiende E

euw
 (A

m
sterdam

, 18（2), pp.（21-（2（.

（
（1
）　See, C. G. Roelofsen, 

“Grotius and State Practice of his D
ay

”, G
rotiana, vol.10 (1（（1), p.（（.

（
（2
）　M

eyer, supra note （1, p.51.

（
（（
）　H

et G
root Plakaten Boek, I, 2, 5, （. (pp.（0（-（08.) 

“Het G
root Plakaten Boek

”は
オ
ラ
ン
ダ
連
邦
議
会
（
一
部
は
連
邦
構

成
州
）
の
布
告
集
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
資
料
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
記
す
こ
と
と
す
る
。
“G.P.B., I, 2, 5, （. 

（pp.（0（-（08.

）”但
し
、
文
書
に
よ
っ
て
は
、
整
理
番
号
ま
た
は
頁
数
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　Ibid.

（
（5
）　

以
上
の
他
に
も
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
沿
岸
で
の
オ
ラ
ン
ダ
漁
民
の
活
動
に
対
す
る
規
制
措
置
と
し
て
、
一
六
二
○
年
五
月
一
二
日
付
の
ホ

ラ
ン
ト
・
西
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ト
州
議
会
布
告
で
は
、「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
シ
ェ
ッ
ト
ラ
ン
ド
お
よ
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
岩
礁
内
」
で
の
漁
業

活
動
が
禁
じ
ら
れ
（G

.P.B., I, 2, 5, 6, 2.

）、
ま
た
、
戦
時
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
、
具
体
的
な
距
離
や
基
準
が
示
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

ま
ま
に
「
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
」
捕
鯨
の
禁
止
を
命
ず
る
告
示
が
発
さ
れ
て
い
る
（G

.P.B., III, 10, 8, 2（: G
.P.B., IV

, 1, 11. 
(p.2（6.)

）。

（
（6
）　M
eyer, supra note （1, pp.（（-（5.

（
（（
）　G

.P.B., III, 1, 11, 21.

（
（8
）　

オ
ラ
ン
ダ
は
、
漁
業
の
自
由
を
確
認
す
る
こ
れ
ら
の
布
告
を
出
す
一
方
で
、
敵
国
に
よ
り
発
給
さ
れ
る
漁
業
免
許
を
自
国
民
が
取
得

し
、
ま
た
は
戦
争
継
続
中
に
漁
獲
物
を
売
買
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
旨
の
布
告
を
、
状
況
に
応
じ
て
発
し
て
い
る
。（E

.g., G
.P.B., 

p.28（（.

） 
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（
（（
）　G

.P.B., I, 2, （（, 1, 2.

（
50
）　

例
え
ば
、
一
五
九
七
年
三
月
一
五
日
付
（G

.P.B., I, 2, （（, 2, 2. (p.12（5.)

）、
一
五
九
二
年
一
一
月
二
四
日
付
お
よ
び
一
六
○
○

年
九
月
一
五
日
付
（G

.P.B., I, 2, （（, 2, （.

）、
一
六
八
三
年
七
月
一
○
日
付
（G

.P.B., IV
, 10, 8. (p.1（5（.)

）
の
オ
ラ
ン
ダ
連
邦
議
会

の
各
布
告
、
一
六
八
三
年
四
月
一
○
日
付
の
同
議
会
命
令
（O

rdre

）（G
.P.B., IV

, 10, 8. (p.1（60.)

）
が
あ
る
。

（
51
）　G

.P.B., I. (p.12（6.)

（
52
）　G

.P.B., III, （, （, 50. (p.1（5（.)

（
5（
）　G

.P.B., V
, 10, 8. (p.1565.)

（
5（
）　G

.P.B., IV
, 10, 8. (p.1566.)

（
55
）　G

.P.B., IV
, 10, 8. (pp.1568-15（2.)

（
56
）　

例
え
ば
、
一
六
八
三
年
九
月
二
九
日
付
布
告
（G

.P.B., IV
, 10, 8. (p.1（62.)

）。

（
5（
）　

例
え
ば
、
一
五
七
七
年
五
月
三
日
付
布
告
（G

.P.B., IV
, 10, 8. (p.1566.)

）。

（
58
）　

一
五
八
三
年
四
月
一
九
日
付
連
邦
議
会
布
告
は
「
運
河
」（Sluys

）
の
み
に
言
及
し
て
い
る
。（G

.P.B., I, 2, （（, 1, 1.

）

（
5（
）　G

.P.B., III, 10, 8, （（.

（
60
）　

例
え
ば
、
一
六
四
九
年
五
月
二
八
日
付
国
務
院
（Raed van State

）
布
告
（G

.P.B., I, 2, （（, 2.

）
を
見
よ
。
ま
た
、
次
の
資
料

も
見
よ
。G

.P.B., V
, 10, （ (p.156（.): G

.P.B., V
, 10, 8 (pp.1（（（-1（（5.): G

.P.B., III, 10, 8, （（: G
.P.B., III, 10, 8, （5: G

.P.B., 
III, 10, 8, （6.

（
61
）　

こ
れ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
は
『
海
洋
領
有
論
』
に
お
い
て
、
塩
水
湖
で
あ
る
ザ
ウ
デ
ル
海
（Zuider 

Zee

）（
大
規
模
干
拓
後
の
現
在
は
ア
イ
セ
ル
海
（Ijssel M

eer

））
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
領
有
権
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
、

同
国
の
人
々
が
オ
ラ
ン
ダ
沿
岸
海
域
お
よ
び
海
峡
部
分
に
対
し
て
、
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
継
続
的
な
支
配
権
を
及
ぼ
し
続
け
て
き
た
と

い
う
事
実
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。（D

.M
.D

., c.vii.

）
更
に
、
次
の
資
料
を
見
よ
。G

.P.B., II, 5, （, 1, （6: G
.P.B., II, 5, （, 

1, （（.

（
62
）　

前
述
の
一
六
一
八
年
の
英
蘭
間
の
約
束
の
中
で
言
及
さ
れ
た
「
本
土
か
ら
の
視
界
内
」
と
い
う
基
準
は
あ
る
程
度
の
明
確
性
を
も
っ

た
も
の
と
も
言
え
よ
う
が
、
既
に
指
摘
し
た
通
り
、
結
局
こ
の
約
束
は
完
全
に
は
履
行
さ
れ
ず
、
事
実
上
無
効
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
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る
。

（
6（
）　T

reaty of Com
m

erce and N
avigation, signed at N

im
eguen, 2 (12) O

ctober 16（（ (C. Parry (ed.), Consolidated 
T

reaty Series, vol.X
V

, p.（（1 et seq.)

（
以
下
こ
の
資
料
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
巻
（volum

e

）・
頁
の
順
に
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う

に
記
す
こ
と
と
す
る
。
“Parry, X

V
, （（1 et seq.

”）

（
6（
）　Provisioneel T

ractaet w
egens N

avigatie, Coophandel hunner O
nderdanen enz., geslooten tot Coppenhagen (sic) 

20/（0 Junii 16（1 (D
um

ont, V
II, ii, 2（2-2（（.) Cf., H

. C. Crocker, T
he E

xtent of the M
arginal Sea (W

ashington, 1（1（), 
p.518.

（
65
）　Instructions for the generall (sic) appointed for the com

m
and of the fleet for this southern expedition. W

hitehall, 
January 16（（-50, Indors’d; Copy of the first instructions given to col. Blake, 1（ January 16（（-50; in J. T

hurloe, A
 

Collection of the State Papers (London, 1（（2), vol.I, pp.1（（-1（6. 

こ
の
命
令
書
で
は
、
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
こ
の
命
令

に
従
わ
な
い
外
国
船
舶
を
拿
捕
し
、
処
罰
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
た
。

（
66
）　T

he T
reaty of 5 A

pril 165（, signed at W
estm

inster (Parry, III, 225 et seq.)

（
6（
）　T

he T
reaty of Peace and A

lliance, signed at W
hitehall, （ (1（) Septem

ber 1662 (Parry, V
II, 1（（ et seq.)

（
68
）　T

he T
reaty of Peace and A

lliance, signed at Breda, 21 (（1) July 166（ (Parry, X
, 2（1 et seq.)

（
6（
）　T

he T
reaty of Peace, signed at W

estm
inster, 1（ February 16（（ (Parry, X

III, 12（ et seq.)

（
（0
）　
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
“Van Staten

”と
呼
ば
れ
る
地
」
は
、
次
の
文
献
で
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ス
タ
ー
テ
ン
（Staten

）
岬
と
さ
れ
て

い
る
。E. D

. Brow
n, 

“Law
 of the Sea, H

istory

”, E
ncyclopedia of Public International Law

, vol.（ (A
m

sterdam
/Lausanne,  

etc., 1（（（), p.1（0.

（
（1
）　

バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
は
、
英
国
周
辺
海
域
に
お
け
る
前
述
の
事
例
に
も
拘
ら
ず
、
こ
れ
を
礼
譲
の
問
題
で
あ
っ
て
、
同
海
域
に
対

す
る
英
国
の
領
有
権
の
承
認
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。D

.M
.D

., c.v (pp.（82-（8（.). 

（
（2
）　G

.P.B., III, 1, 2, （.

（
（（
）　G

.P.B., III, 1, 2, 5.

（
（（
）　

こ
れ
ら
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
自
身
も
若
干
言
及
し
て
い
る
。D

.M
.D

., c.ii (pp.（6（-（65.) et c.iv (p.（（5.).
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（
（5
）　T

raité pour le rétablissem
ent du com

m
erce fait à S. Germ

ain en Laye le 2（. m
ars 16（2. (D

um
ont, V

I, i, （（.)

（
（6
）　See, C. J. K

ulsrud, M
aritim

e N
eutrality to 1780 (Boston, 1（（6), pp.161-162.

（
（（
）　T

raité concernant le com
m

erce par m
er, fait à Paris le 18. jour dʼavril 16（6. (D

um
ont, V

I, i, （（2-（（（.)

尚
、
こ
の

条
約
と
着
弾
距
離
説
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
見
よ
。Raestad, supra note 12, pp.108-110.

（
（8
）　T

reaty betw
een France and T

he N
etherlands, singed at Paris, 2（ A

pril 1662. (Parry, V
II, 1（（ et seq.)

（
（（
）　T

reaty of Com
m

erce and N
avigation, singed at N

im
eguen, 10 A

ugust 16（8. (Parry, X
IV

, （（（ et seq.)

（
80
）　T

reaty of Com
m

erce, N
avigation and M

arine, singed at V
ersailles, 21 D

ecem
ber 1（（（. (Parry, X

X
X

V
, （5（ et 

seq.)

（
81
）　T

reaty of Peace, 22 N
ovem

ber 1662. (Parry, V
II, 2（（ et seq.)

但
し
、
着
弾
距
離
規
則
に
つ
い
て
は
仏
語
条
文
に
は
言
及

が
な
く
、
蘭
語
条
文
お
よ
び
訂
正
版
ラ
テ
ン
語
条
文
（
共
に
第
四
条
）
に
登
場
す
る
。

（
82
）　G. Chalm

ers, A
 Collection of T

reaties betw
een G

reat Britain and O
ther Pow

ers, 2 vols. (London, 1（（0), vol.1, 
p.155.

（
8（
）　T

reaty of Com
m

erce, signed at T
he H

ague, 1（ February 1668. (Parry, X
, （（1 et seq.)

（
8（
）　T

reaty betw
een France and Spain, signed at the Isle of Pheasants, （ N

ovem
ber 165（. (Parry, V

, （25 et seq.)

こ

の
条
約
に
は
一
六
六
一
年
一
月
二
九
日
の
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
宣
言
に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
が
加
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
尚
、
ク
ル
ス
ル

ド
ゥ
（Carl Jacob K

ulsrud

）
は
、
ピ
レ
ネ
ー
条
約
が
「
そ
れ
に
続
く
一
二
五
年
間
に
締
結
さ
れ
た
諸
条
約
の
中
で
の
類
似
の
規
則
に

と
っ
て
の
模
範
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。K

ulsrud, supra note （6, p.162.

し
か
し
、
前
述
の
オ
ラ
ン
ダ
が
当
事
国
と
な
っ
た
諸

条
約
の
存
在
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
に
は
同
意
で
き
な
い
。

（
85
）　T

reaty of Com
m

erce and N
avigation, singed at U

trecht, 11 A
pril 1（1（. (Parry, X

X
V

III, 1 et seq.)

こ
の
条
約
は

「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
」
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
86
）　D

. P. O
ʼConnell, T

he International Law
 of the Sea, 2 vols. (O

xford, 1（82), vol.1, p.128.

（
8（
）　J. K

. O
udendijk, Status and E

xtent of A
djacent W

aters (Leyden, 1（（0), pp.（（-（5.

（
88
）　Fulton, supra note 1, pp.156-15（.
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（
8（
）　W

alker, supra note 1（, p.222. See, further K
ent, supra note 26, pp.5（8-5（（.

（
（0
）　Raestad, supra note 12, p.602.

（
（1
）　

恐
ら
く
は
、
テ
ル
デ
ル
ス
（Benjam

in M
. T

elders

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
着
弾
距
離
説
は
学
者
の
ペ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
実
的
政
治
家
の
頭
脳
か
ら
生
ま
れ
た
と
す
る
方
が
真
実
に
は
る
か
に
近
い
で
あ
ろ
う
。B. M

. T
elders, 

“De 
O

orsprong van het Leerstuk der T
erritoriale Zee

”, D
e G

ids, vol.2 (1（（（), p.（08.

（
（2
）　

次
の
文
献
で
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
が
「
着
弾
距
離
説
を
明
確
に
学
問
的
方
法
で
擁
護
し
た
最
初
の
学
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。

W
. G. Grew

e, E
pochen der V

ölkerrechtsgeschichte (Baden-Baden, 1（8（), S.（8（.

ま
た
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
は
、
バ
イ
ン
ケ
ル
ス

フ
ー
ク
に
つ
い
て
「
当
該
［
着
弾
距
離
］
規
則
の
存
在
を
国
際
法
の
問
題
に
関
す
る
論
文
の
中
に
記
録
し
た
最
初
期
の
法
律
家
で
は
あ
る

も
の
の
、
そ
の
発
明
者
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（［
］
内
は
筆
者
（
明
石
）
に
よ
る
。）
と
し
て
い
る
。W

alker, 
supra note 1（, pp.22（ et 2（0.

（
（（
）　

前
註（
（（
）を
見
よ
。

（
（（
）　

バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
の
理
論
の
（
オ
ラ
ン
ダ
の
国
益
を
優
先
す
る
と
い
う
意
味
で
の
）
政
治
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
著
を
見
よ
。

K
. A

kashi, Cornelius van Bynkershoek: H
is R

ole in the H
istory of International Law

 (T
he H

ague/London/Boston, 
1（（8), pp.（6-12（.

（
（5
）　

そ
れ
で
は
、（
少
な
く
と
も
学
説
上
）
海
帯
観
念
・
着
弾
距
離
説
・
領
海
三
海
里
規
則
の
三
者
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
の
は
何
時
の

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
（
明
石
）
は
、
ど
ん
な
に
遅
く
と
も
一
八
世
紀
末
の
ガ
リ
ア
ニ
（Ferdinando Galiani

）
や
ア
ズ
ニ

（D
om

enico A
lberto A

zuni

）
の
著
作
に
お
い
て
確
立
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
、
最
も
適
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。F. Galiani, 

D
ei doveri dei principi neutrali verso i principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali (N

apoli, 1（82) (Reprint, 
G.M

. M
onti (ed.) (Bologna, 1（（2): D

. A
. A

zuni, Sistem
a universale dei principi del diritto m

arittim
o dellʼE

uropa 
(Firenze, 1（（5).

例
え
ば
、
ア
ズ
ニ
は
、「
領
海
の
範
囲
に
つ
い
て
」
と
い
う
一
節
を
設
け
て
、
海
帯
概
念
と
し
て
の
領
海
を
前
提
と
し

つ
つ
、
射
程
距
離
を
支
持
し
て
、
そ
の
範
囲
を
三
海
里
を
超
え
な
い
距
離
と
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
大
砲
の
最
大
射
程
で
あ
る
点
に

も
言
及
し
て
い
る
。D

. A
. A

zuni, Systèm
e universel de principes du droit m

aritim
e de lʼE

urope (D
igeon, 1（（8), pp.（2-

61, esp. 58.


